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パソコンを梱包し、メーカーから送付された
「エコゆうパック伝票」を貼付します。

家庭系パソコンのリサイクル

対象となるもの

メーカー等への引き渡し方法

●ノートパソコン ●CRT
　ディスプレイ

●CRTディスプレイ
　一体型パソコン
　 ●液晶

　ディスプレイ
●液晶ディスプレイ
　一体型パソコン
　●デスクトップパソコン

　（本体）

電話等で、メーカーに回収の申し込みを行います。

郵便局の窓口に持ち込むか、郵便局に戸別集荷を
依頼します。

メーカーから送付された振込用紙でリサイクル料金を振り込む。

メーカーから「エコゆうパック伝票」が送付されます。
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PCリサイクルマークがついている製品の場合

PCリサイクルマークがついていない製品の場合

「資源有効利用促進法」により、パソコンはメーカー等が回収し、再資源化します。

！注意点

24

※回収するメーカーがないパソコン（自作パソコン、倒産したメー
カー・輸入販売会社のパソコンなど）は、パソコン3R推進協会の
ホームページ（https://www.pc3r.jp）から申し込んでください。

メーカーから「エコゆうパック伝票」が送付されます。
※平成15年10月以降に発売された、PCリサイクルマークが貼付
されているものは、リサイクル料金が購入時に支払われているため、
新たな料金負担はありません。

購入時の標準添付品（マウス、
キーボード、スピーカー、ケーブ
ルなど）も一緒に回収します。

プリンターやスキャナーなど
の周辺機器、ワープロ専用機は
対象ではありません。

家庭系パソコンを処分する場合は、メーカーに回収を依頼してください。
※受付窓口は各メーカーのホームページや製品に同梱されているマニュアル、チラシなどで公表されています。

一般社団法人パソコン3R推進協会
ホームページには各メーカーの受付（問い合わせ）窓口やリサイクル料金が掲載されています。

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町3-8　中北ビル7F

TEL 03-5282-7685  FAX 03-3233-6091

https://www.pc3r.jp
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